
議案第１３７号 

 

静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 

 静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

  平成２８年３月７日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏 

 

静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25

年静岡市条例第23号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「 

 第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準 

  第１款 この節の趣旨及び基本方針（第113条・第114条） 

  第２款 人員に関する基準（第115条・第116条）                を 

  第３款 設備に関する基準（第117条・第118条） 

  第４款 運営に関する基準（第119条―第130条） 

                                       」 

「第５節 削除」に改める。 

 第84条第５号中「第８条第23項」を「第８条第24項」に改める。 

 第99条第１項第３号中「（次項において「提供単位時間数」という。）」を削り、同条第２項を

削り、同条第３項中「第１項第３号」を「前項第３号」に改め、「（第２項の適用を受ける場合

にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。）」を削り、同項を

同条第２項とし、同条第４項中「及び第２項」を削り、同項を同条第３項とし、同条第５項中

「前各項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第６項を第５項とし、第７項

を第６項とし、第８項を第７項とする。 



 第101条第２項第１号ア中「利用定員」を「当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通

所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。次節において同じ。）」に改める。 

 第５節を次のように改める。 

    第５節 削除 

第113条から第130条まで 削除 

 第131条第１項第３号中「（次項において「提供単位時間数」という。）」を削り、「この条」の

次に「及び第133条」を加え、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項第３号」を「前項第３

号」に改め、「（第２項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項に

おいて同じ。）」を削り、同項を同条第２項とし、同条第４項中「及び第２項」を削り、同項を

同条第３項とし、同条第５項中「前各項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条

中第６項を第５項とし、第７項を第６項とする。 

第133条第２項第１号ア中「利用定員」を「当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基

準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の

数の上限をいう。）」に改める。 

 第181条中「、指定通所介護事業所」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第59条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）」

を加える。 

 第245条第３項中「指定福祉用具貸与」の次に「、指定地域密着型サービス基準条例第59条の

２に規定する指定地域密着型通所介護」を加え、同条第４項中「指定訪問介護、指定訪問看護

及び指定通所介護」を「次に掲げる事業」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）指定訪問介護 

（２）指定訪問看護 

（３）指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 


